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（社）日本医師会会長  

（社）日本薬剤師会会長  

（社）日本看護協会会長  

（社）日本病院会会長  

（社）全日本病院協会会長  

（社）全国自治体病院協議会会長  

（社）日本病院薬剤師全会長  

（社）日本臨床衛生検査技師全会長  

殿  

厚生労働省医薬食品局長  

採血時の欧州滞在歴に関する問診の強化及び血液製剤の適正使用の推進について   

血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。   

厚生労働省では、これまで、変異型クロイツフ ェルト・ヤコブ病（vcJD）感染の  

理論的リスクに鑑み、献血受入れ時の問診に当たって一定の条件に該当する外国滞在歴  

を有する者からの採血を見合わせることとし、日本赤十字社においてこの措置を実施し  

てきたところですが、本年2月に国内においてvCJDの発生が確認されたことを受け、  

今後の献血の受入れについては、別添（写）の記の1のとおりとし、今般、日本赤十字  

社に対し通知しました。   

今回の措置は、新たな安全性に関する情報が得られるまでの当分の間、予防的な措置  

を講じる観点から実施するものですが、これに伴い、国民の医療に必要な血液製剤の供  

給に支障を来すおそれがあることが指摘されております。   

このため、厚生労働省では、大臣を本部長として献血推進本部を設置し、献血による  

血液の確保、血液製剤の適正使用等の対策の一層の推進を図ることとしました。   

ついては、貴職におかれても、こうした状況を御理解の上、下記について、特段の御  

配慮を賜りますよう、貴会会員に対し周知方よろしくお願いいたします。   

なお、下記の内容については、日本輸血学会等において問い合わせを受け付けますの  

で、御不明の点は別紙連絡先へ照会いただきますよう、併せて周知願います。  
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